
掛川市規則第１９号

掛川市消防団規則の一部を改正する規則をここに制定する。

平成２９年３月２２日

掛川市長

（別紙）



掛川市消防団規則の一部を改正する規則

掛川市消防団規則（平成17年掛川市規則第136号）の一部を次のように改正する。

第13条中「平成13年消防庁告示第11号」を「昭和25年国家公安委員会告示第１号」に改める。

別表第１第１方面の部駅南分団の項中「結縁寺」の次に「、紅葉台」を加え、同表第５方面の部

原田分団の項中「田代・柚葉、明ヶ島」を「田代・柚葉・明ヶ島」に改め、同表第９方面の部大須

賀第二分団の項中「西大渕4103番地の１」を「山崎111番地の１」に改める。

附 則

この規則は、平成29年３月27日から施行する。


